
広島県文書管理システム利用業務契約書(案)  

 

 広島県を甲とし、          を乙とし、甲及び乙は、乙の提供する文書管理システム（以

下「本システム」という。）の利用に関し、次のとおり契約を締結した。 

 

 （目的） 

第１条 甲は、乙が提供する本システムを利用することとし、当該利用に関し必要な事項を定めるもの 

である。 

２ 甲及び乙は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

 （契約対象） 

第２条 この契約に基づき乙が提供する本システム利用業務の条件及び内容は、この契約書に定めるも 

ののほか、「広島県文書管理システム利用業務調達仕様書」（以下「仕様書」という。）及び別に定め

るＳＬＡ（Service Level Agreement）に記載のとおりとする。 

２ 乙は、本システムの提供にかかるシステムの安定稼動、セキュリティー全般、個人情報の保護等に

ついて、必要十分な安全対策を講じなければならない。 

３ この契約の内容の全部又は一部に変更の必要性が生じたときは、甲乙の合意に基づき、これを変更

できるものとする。 

（契約期間） 

第３条 本システムに係る契約期間は、令和６年 月 日から令和 12 年 10 月 31 日までとし、詳細は 

次のとおりとする。 

(1) 本システム利用業務提供に係る準備期間 

令和６年  月 日から令和７年 10月 31 日まで 

(2) 本システム利用業務提供期間 

    令和７年 11 月１日から令和 12 年 10 月 31 日まで 

 （契約保証金） 

第４条 甲は、乙に対して契約保証金の納入を免除する。（契約保証金を免除する場合） 

（利用料） 

第５条 甲は、本システム利用開始後、本システム利用の対価（以下「利用料」という。）として、月

額金○円（消費税及び地方消費税の額○円を含む。）を乙に支払うものとする。 

２ 前項の利用料には、乙のシステム利用提供開始までの準備期間に要する費用を含むものとする。 

（ＳＬＡ） 

第６条 甲及び乙は、乙が提供するシステムの水準を定めたＳＬＡを、本システム利用業務提供開始日

（令和７年 11 月１日）までに別途締結しなければならない。 

２ 前項のＳＬＡは、業務実績等を踏まえ、甲及び乙が協議の上、見直すことができる。 

３ 前項の見直しを行った場合、甲及び乙は、協議の上、前条に定める利用料を変更することができる

ものとする。 

（利用業務レベルの確保、運用管理に係る業務実績報告書等） 

第７条 本システム利用の水準がＳＬＡに定める水準以上であること及び運用実績を甲が確認するため、 

乙は業務実績報告書を作成し、甲に対し、毎月の月初めから 10 日以内（土曜日、日曜日及び国民の 



祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日を除く。）に、前月の実績に係る業務実 

績報告書を提出しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による業務実績報告書を受理したときは、提出を受けた日から起算して 10 日以

内に確認検査を実施し、この契約の内容に適合するかどうかの審査を完了しなければならない。 

３ 本システム利用の水準がＳＬＡに定める水準に達しないものであるときは、乙は速やかに必要な措

置を講じ、当該未達成状態を改善しなければならない。 

４ 乙の改善策にもかかわらずＳＬＡの未達成状態が改善されない場合、甲は利用料を減額することが

できる。減額金額の計算方法等は、ＳＬＡで定めるものとする。 

５ 乙は、第３項の規定による措置を講じたことを理由として、前項の規定による甲の利用料の減額を

拒否できないものとする。 

 （利用料の支払） 

第８条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、第５条に定める額による利用料請求書を甲に

提出するものとし、甲は、適法な請求書の提出を受けた日から起算して 30 日以内に利用料を乙に支

払うものとする。 

２ 甲が支払期日まで乙に利用料を支払わないときは、甲は、乙に支払期日の翌日から支払いする日ま

での日数に応じ、算定対象期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定した率の割合で算定した遅延利息

を支払うものとする。 

 （権利義務の譲渡等） 

第９条 甲及び乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

い。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （業務責任者等） 

第 10 条 乙は、本システムの開発・導入に当たり、仕様書に定めるとおり総括責任者を選任しなけれ

ばならない。 

２ 乙は、仕様書に定める開発・導入体制について、連絡先や担当者の氏名等を記載した書面を甲に提

出しなければならない。 

３ 乙は、本システム利用業務の提供に当たって、仕様書に定める運用体制や障害発生時の体制につい

て記載した書面を甲に提出しなければならない。 

 （資料の貸与等） 

第 11 条 乙は、業務の履行に当たり、甲が所有する資料その他の情報が必要な場合には、甲に対しこ

れらの資料及び情報（以下「開示情報等」という。）の貸与又は開示を書面により求めることができ

るものとする。 

２ 乙は貸与又は開示された開示情報等を業務の実施以外の目的に使用してはならない。 

 （開示情報等の管理） 

第 12 条 乙は、開示情報等を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、保管するものとする。 

２ 乙は、開示情報等について、業務上その必要がなくなった時点で遅滞なく甲に返却するものとする。  

３ 前項において、開示情報等が電子文書又は電磁的記録の場合は返却又は破棄するものとし、返却及

び破棄の方法に関しては、甲及び乙が協議の上定めるものとする。 

（秘密情報の保持） 



第 13 条 甲及び乙は、この契約における「秘密情報」を、この契約に基づき互いから開示を受ける技

術上・行政上等の情報であって、次の各号に該当するものと定義する。 

 (1)  秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物又は電子文書・電磁的記録として開示

される情報 

  (2)  秘密である旨を告知した上で口頭で開示される情報であって、口頭による開示後１０日以内

に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの  

２ 甲及び乙は、互いに秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、相互の事前の書面によ

る同意又は法令により開示を求められた場合を除き、他の第三者に開示、公表及び配布をしないもの

とし、秘密情報の取扱いについては、甲及び乙が協議の上定めるものとする。 

３ 甲及び乙は、秘密情報を開示された目的にのみ使用するものとする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、甲及び乙が、秘密情報を自己の履行補助者に開示する場合には、相互

の事前の同意を得ることを要しない。ただし、この場合、甲及び乙は、開示する履行補助者に対して

本条の責任を遵守させなければならないものとする。 

５ 甲及び乙は、秘密情報の開示は、互いに対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、

商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。 

６ 甲及び乙は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報として扱わないこ

とを確認する。ただし、秘密情報に該当しないことはこれを主張する者において明らかにしなければ

ならないものとする。 

 (1) 開示時点で既に公知であった情報又は既に保有していた情報 

 (2) 開示後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報 

 (3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 

 (4) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 

 (5) 保持義務を課すことなく第三者に開示した情報 

７ 第２項に規定する義務は、この契約が終了した場合（解除された場合を含む。以下同じ。）も存続

する。 

８ 甲及び乙は、この契約が終了したとき、各々の求めがあったとき又は必要がなくなった場合には、

各々の指示に応じ、第１項に規定する秘密情報を記録した媒体及びその複製物を返還又は破棄するも

のとする。電子文書又は電磁的記録によって開示された場合の秘密情報の返却及び破棄の方法に関し

ては、甲及び乙が協議の上決定するものとする。 

９ 甲及び乙は、情報公開に関する法令（広島県情報公開条例（平成 13 年広島県条例第５号）を含む。

この項において同じ。）に基づき各々の秘密情報が記載された文書の開示又は提出の請求がなされた

場合には、法令の趣旨にのっとり、開示又は提出に関し、相互に意見を述べる機会又は意見書を提出

する機会を設ける等、開示又は提出に係る手続的な保証を与えるものとする。また、法令による場合

以外で、甲及び乙は、各々の秘密情報を記載された文書の開示又は提出をしようとする場合は、相互

に十分な協議の上、第２項に規定する同意を得て行うものとする。 

 （個人情報の取扱等） 

第 14 条 乙は、この契約の履行のため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事

項」を遵守しなければならない。 

２ 乙は、個人情報を取り扱う作業場所をあらかじめ甲に報告するものとし、当該作業場以外で個人情



報を取り扱ってはならない。 

３ 乙は、当該作業場所又は甲が指定する場所以外に個人情報を持ち出してはならない。 

 （セキュリティポリシーの遵守） 

第 15 条 乙は、この契約の履行に関して「広島県情報セキュリティポリシー」を遵守しなければなら

ない。 

（著作権の帰属等） 

第 16 条 甲及び乙は、本システムの開発で作成された著作権の帰属について、次のとおり合意するも

のとする。 

 (1) 新規に作成された著作権 

   この業務において、新規に開発された本システムの著作権については、第３条（２）の期間が満

了するまでは乙に帰属するものとする。また乙は、甲が本システムを利用するために必要な範囲で、

甲及び甲が委託し又は利用を認めた者に対し、著作権法に基づく利用、改変を無償で許諾するもの

とする。ただし、第３条（２）の期間の満了及び当該期間に係る利用料の支払をもって、成果物の

著作権は乙から甲に無償で譲渡されるものとする。 

 (2) 従前から有していた著作権 

甲及び乙が従前から有していた著作権については、各々甲及び乙に帰属するものとする。この場

合、乙は、甲に対し、成果物について甲が本システムを利用するために必要な範囲で、著作権法に

基づく利用を無償で許諾するものとする。 

 (3)  乙は、甲に対し、本システムの著作者人格権を行使しないものとする。 

 （実地調査等） 

第 17 条 甲は、必要があると認めるときはいつでも、乙に対し業務の実施の状況などの報告を求め 

又は実地に調査できるものとする。 

(1) 最低賃金法（昭和34年法律第137号）第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に

対し、同法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同

条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法（昭和22年法律第49号）

第11条に規定する賃金をいう。）の支払をすること。 

(2) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をする

こと。 

(3) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出

をすること。 

(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第４条の２第１項の規定による

保険関係の成立に係る届出（労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）の規定に係るものに限

る。）をすること。 

(5) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者

となったことの届出をすること。 

２ 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対 

 し、甲における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 

３ 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終

了後も、終了日から５年間は、同様とする。 



 （甲の解約・契約解除権） 

第 18 条 第３条の規定にかかわらず、甲は解約希望日の１か月前までに乙所定の方法で乙に通知を行

うことにより、解約希望日をもって本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。 

ただし、甲が契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、乙が定める期日までに乙の定め

る方法によりその損害を支払うものとする。なお、乙は、期間中、本契約を中途解約できないものと

する。 

２ 甲は、前項による本契約の解約があった時点において未払いの利用料がある場合には、乙が定める

期日までに乙の定める方法により支払うものとする。 

３ 前項の支払において、第３条第１号の費用については、甲乙協議の上決定し、乙が定める期日まで

に乙の定める方法により支払うものとする。 

４ 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。 

 (1) 乙が、正当な理由なく、利用期間内において本システム利用業務を提供しないとき。 

(2) 乙が、その責めに帰すべき事由により、利用期間内において本システム利用業務を連続して提供 

する見込みが明らかにないと認められるとき。 

 (3) 乙が、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 

５ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、当該解除により損害を受けたときは、 

その損害の賠償を乙に請求できるものとする。 

第 19 条  甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除すること

ができる。 

(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占

禁止法」という。）第 49 条に規定する排除措置命令（以下この号及び次項において単に「排除措

置命令」という。）を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 

(2) 乙が、独占禁止法第 62 条第１項に規定する納付命令（以下この号及び次項において単に「納付

命令」という。）を受け、当該納付命令が確定したとき。 

(3) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）が、刑法（明治 40 年法律第 45

号）第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の

規定による刑に処せられたとき。 

２ 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令にお

いて、この契約に関し乙の独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為があった

とされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。 

３ 前条第２項の規定は、前２項の規定により契約を解除した場合について準用する。 

第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 乙の役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又は

その支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）

が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」という。）

の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。 

(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与して

いると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を

有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 



(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与し

ていると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

(4) 前３号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 

(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(7) 乙が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方とし

ていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれ

に従わなかったとき。 

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 

 （乙の契約解除権） 

第 21 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。  

(1) 甲が、この契約に違反し、乙がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間を経過してもなお 

当該違反が是正されないとき。 

 (2) 甲が、正当な理由なく、利用料の支払請求に応じないとき。 

２ 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、当該解除により損害を受けたときは、その

損害の賠償を甲に請求することができるものとする。 

 （暴力団等からの不当介入の排除） 

第 22 条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告

するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければな

らない。 

３ 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、

被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第 23 条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、

相手方に対し、損害賠償を請求することができる。 

（管轄裁判所） 

第 24 条 この契約に係る訴訟については、広島地方裁判所を合意による第一審の専属的管轄裁判所と

する。 

（疑義の解決） 

第 25 条 この契約に定めのない事項で必要がある場合又はこの契約に定める事項について疑義が生じ

た場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

  

この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その１通を所 

持する。 

 



   令和６年 月 日 

                甲 広島県 

                  代表者 広島県知事  湯 﨑 英 彦 

 

               乙 



別 記 

 

             個  人  情  報  取  扱  特  記  事  項 

 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人情報

の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、個人の権利利益を侵害することのない

よう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （取得の制限） 

第３ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するため

に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 

 （目的外利用・提供の禁止） 

第４ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利

用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （安全管理措置） 

第５ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 （従事者への周知及び監督） 

第６ 受注者は、業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退職後

において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全

管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 （個人情報の持ち出しの禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの

契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 

 （複写・複製の禁止） 

第８ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個

人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託等に当たっての留意事項） 

第９ 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託（二以上の

段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１

項第３号に規定する子会社をいう。）に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。）

する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなけ

ればならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義

務を遵守させるものとする。 

（再委託等に係る連帯責任） 

第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負

うものとする。 

 （再委託等の相手方に対する管理及び監督） 

第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを



確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求め

られたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 

（個人情報の返還又は廃棄） 

第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録

された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しな

ければならない。 

（取扱状況の報告及び調査） 

第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処

理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 

 （漏えい等の発生時における報告） 

第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係

る事態が発生し、又は発生したおそれがあること（再委託等の相手方により発生し、又は発生

したおそれがある場合を含む。）を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従

わなければならない。 

（契約解除） 

第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合に

は、この契約を解除することができる。 

 （損害賠償） 

第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 

 

 


